
介護度
①自己
負担金

②サービス
提供体制
強化加算
（Ⅱ）

③介護職員
処遇改善

加算
（Ⅰ）

④食費
（おやつ代

込み）

要介護1 584円 18円 55円 500円

要介護2 689円 18円 65円 500円

要介護3 796円 18円 75円 500円

要介護4 901円 18円 85円 500円

要介護5 1,008円 18円 94円 500円

◇算定される加算について

◇上記以外に該当した場合は下記加算が算定されます。

個別機能訓練加算（Ⅱ）

個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提
出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他
機能訓練の適切かつ有効な実施の為に必要な情報を
活用します。

　　　　　　　　20円／月
※機能訓練加算（Ⅰ）を算定している場
合に
算定可

送迎減算
利用時、当時業者が送迎を行わなかった場合に減算
します。 47円／片道　減算

入浴加算（Ⅱ）
個別の入浴計画を作成し、利用者の居宅の状況に近
い環境にて入浴介助を行います。

55円／日
※入浴加算（Ⅰ）との併算定不可

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ

個々の状態に適切に対応する為、専従の機能訓練指
導員を１名以上配置し、個別の機能訓練に対する計
画を立て実施し、一人ひとりの利用者の心身の状況
に合った機能訓練を行います。

　　　　　　　　56円／日
※個別機能訓練加算（Ⅰ）ロとの併算定
不可

通所介護感染症災害３％加算
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少
が一定以上生じている場合に加算します。 所定単位数の3％

令和6年6月～　利用料金のめやす※介護保険1割負担の方 【デイサービスセンターけやき荘】
令和6年6月１日より適用

（通所介護）

合計

1,157円

介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）

加算算定要件を満たす施設において、介護職員の根
本的な処遇を改善する為に加算を算定し、適切な
サービスの質の保持に努めます。

※加算の状況により費用の変更がありま
す。（算定した単位数の1000分の92に
相当する単位数）

加算名 目的 費用負担

サービス提供体制
強化加算（Ⅱ）

職員の専門性やキャリアの向上を図り、より良い
サービスを提供します。

18円／日

費用の目安 1日あたり（6時間～7時間）の金額（自己負担金）

1,272円

1,389円

1,504円

1,620円

※上記の料金は、自己負担1割分の料金です。

加算名 目的 費用負担

入浴加算（Ⅰ） 利用時に本人の状況に合わせた入浴を実施します。 40円／日
※入浴加算（Ⅱ）との併算定不可

科学的介護推進体制加算

利用者の情報（ADL、栄養、口腔・嚥下、認知症）を厚
生労働省に提出しフィードバックを受け、それに基づき
事業所の特性やケアの在り方などを検証してケアプラン
に反映し、ケアの質の向上を図ります。

４0円／月



◇現在算定していない加算

口腔機能向上加算（Ⅱ）

口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改
善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口
腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その
他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施の為に必要
な情報を活用します。

　                     160円／回
※月に2回まで
原則3ヵ月以内
※口腔機能向上加算（Ⅰ）との併算定不
可

口腔・栄養スクリーニング
加算（Ⅱ）

利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定
している場合に、利用開始時及び６月ごとに利用者
の口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行
い、当該情報を担当する介護支援専門員に提供しま
す。

　　　　　　　　　5円／回
※６月に１回を限度
※栄養アセスメント加算、栄養改善加算
又は口腔機能向上加算を算定しており口
腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）を算
定出来ない場合のみ算定可能

口腔機能向上加算（Ⅰ）
口腔機能に問題がある方に、口腔機能の向上の為、
計画に基づき個別的に口腔清掃の指導・実施、又は
摂食・嚥下機能訓練の指導・実施等を行います。

　　　　　　　 150円／回
※月に2回まで
原則3ヵ月以内
※口腔機能向上加算（Ⅱ）との併算定不
可

栄養改善加算

管理栄養士を1 名以上配置して、栄養状態に問題が
ある方に、栄養状態の改善の為、計画に基づき指
導・相談等の個別的な栄養管理を行います。また、
サービス提供に当たって、必要に応じて居宅を訪問
します。

２００円／回
※月に2回まで

※原則3ヵ月まで

口腔・栄養スクリーニング
加算（Ⅰ）

利用開始時及び６月ごとに利用者の口腔の健康状態
及び栄養状態について確認を行い、当該情報を担当
する介護支援専門員に提供します。

　　　　　　　　20円／回
※６月に１回を限度
※栄養アセスメント加算、栄養改善加算
及び
口腔機能向上加算との併算定不可

若年性認知症利用者受入加算
若年性（65 歳未満）認知症利用者やその家族に対
する支援を行います。 60円／日

栄養アセスメント加算

管理栄養士と他の職種が共同して栄養アセスメント
を実施し、結果を利用者・家族へ説明します。ま
た、当該情報を厚生労働省に提出し、フィードバッ
ク情報を活用します。

　　　　　　　　50円／月
※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）
及び
栄養改善加算との併算定不可

生活機能向上連携加算（Ⅰ）
外部の理学療法士等や医師から助言を受け、機能訓
練指導員等がアセスメントや計画の作成を行いま
す。

　　　　　　　100円／月
※個別機能訓練加算算定した初月のみ算定
※３月に１回を限度
※生活機能向上連携加算（Ⅱ）との併算定不可

生活機能向上連携加算（Ⅱ）
外部の理学療法士等が事業所を訪問し、機能訓練指
導員と共同してアセスメントや計画の作成を行いま
す。

　　　　　　　200円／月
※個別機能訓練加算を算定時は100円／月
※生活機能向上連携加算（Ⅰ）との併算定不可

認知症加算
認知症介護に関する研修等を修了した者を１名以上
配置し、一人ひとりの利用者の心身の状況に合った
介護を行います。

60円／日

ADL維持等加算（Ⅱ）
利用者のADLを良好に維持・改善する為に、より
自立支援等に効果的な取組を行います。

　　　　　　　　６0円／月
※ADL維持等加算（Ⅰ）との併算定不可
※評価対象利用者等の調整済ADL利得を
平均して得た値が3以上である事

中重度者ケア体制加算
中重度者の方に十分な介護を受けて頂ける事が出来
る職員体制を整えます。 45円／日

加算名 目的 費用負担

ADL維持等加算（Ⅰ）
利用者のADLを良好に維持・改善する為に、より
自立支援等に効果的な取組を行います。

　　　　　　　　３0円／月
※ADL維持等加算（Ⅱ）との併算定不可
※評価対象利用者等の調整済ADL利得を
平均して得た値が１以上である事

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ
個別機能訓練加算（Ⅰ）ィの算定要件に加えて機能
訓練指導員を専従で1名以上配置して機能訓練の充
実を図ります。

　　　　　　　76円／日



◇キャンセル料

発生要件 費用負担

利用予定日の前日18時以降、及び当日に欠席の
申し出があった場合。
（台風や大雪等の非常災害時は除く。）

３００円／回


